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反
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叙
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正
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邸
地
を
箕
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に
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女
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前
田
綱
紀
に
嫁
せ
し
む

玉
川
の
水
を
引
き
江
戸
の
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水
と
爲
さ
ん
こ
と

を
建
議
す

家
臣
に
憲
令
十
一
條
を
申
す

正
之
眼
を
患
ふ

封
内
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令
し
て
殉
死
を
禁
ず

吉
川
惟
足
を
招
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神
書
を
講
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佐
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興
を
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奉
行
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講
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縁
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築
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興
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領
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神
道
の
奥
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氏
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を
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す

家
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十
五
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を
定
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飢
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す
る
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治
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梓
成
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伊
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成
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仕
を
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を
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友
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司
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す
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所
あ
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江
戸
箕
田
邸
に
逝
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正
之
の
性
行

瀧
〇
蕪
箒
の
画
を
座
右
の
警
と
す

専
心
治
を
図
り
教
化
大
に
行
わ
る

巻
三

正
経

郡
村
の
蓄
籾
を
増
す

市
中
無
住
の
寺
を
毀
つ

家
臣
に
三
条
を
令
す

郷
頭
の
世
襲
を
停
む

若
松
大
火

向
井
好
重
会
津
四
家
合
考
を
致
す

松
野
勾
當
唐
鑑
要
略
を
致
す

倉
津
増
風
土
記
及
び
外
風
土
記
成
る

門
田
堰
造
築
成
る

会
津
風
土
記
其
の
他
を
大
将
軍
に
献
ず

新
田
二
百
石
を
土
津
社
に
付
す

弟
正
容
を
養
ひ
て
嗣
と
な
す

正
経
致
仕
す

告
戒
二
通
を
作
り
正
容
に
授
く

正
経
逝
す
、
葬
儀
佛
氏
に
よ
る

正
経
の
性
行

巻
四

正
容

友
松
氏
興
見
禰
山
由
来
記
を
著
す

大
将
軍
黒
印
書
を
賜
う

伊
南
与
八
郎
、
続
太
平
記
を
著
す

聖
光
院
、
正
容
を
教
訓
す

賜
邸
庭
中
の
珍
木
奇
石
を
埋
蔵
せ
し
む

安
井
算
哲
、
改
暦
考
を
禰
山
杜
に
納
む

即
位
の
儀
を
観
、
天
顔
を
拝
す

封
内
の
四
民
に
令
し
風
儀
を
正
く
し
学
を
勉
め
し
む

講
所
に
孔
子
像
を
納
む

節
倹
の
令
を
申
す

旧
証
類
聚
成
る

講
所
に
聖
廟
を
造
り
聖
像
を
祀
る

藤
田
祐
詮
、
曾
津
孝
子
伝
、
長
井
九
八
郎
、
本

朝
通
記
を
撰
呈
す

伊
南
圖
書
、
武
小
学
を
撰
呈
す

先
封
佐
原
義
連
の
墓
碑
を
建
つ

松
平
と
称
し
葵
章
を
用
う
る
の
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を
拝
す

平
維
茂
の
墓
碑
を
建
つ

軍
制
を
河
陽
流
に
改
む
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す
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の
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令
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旧
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葉
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節
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す
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る
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節
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る
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す
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節
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又
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追
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召
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落
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兵
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風
逆
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逢
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難
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家
臣
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賄
扶
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む

新
編
会
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土
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編
輯
成
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学
制
を
改
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専
ら
程
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の
学
を
修
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し
む

節
倹
令
を
申
し
絹
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を
用
ふ
る
勿
ら
し
む

医
学
館
を
城
下
に
造
る

家
政
實
記
成
る

法
令
を
改
定
し
法
度
書
を
著
す

大
野
原
の
練
兵
場
成
る

家
臣
の
俸
禄
を
止
め
て
復
賄
扶
持
と
爲
す

大
に
文
武
の
学
制
を
改
革
す

大
将
軍
家
斉
の
女
元
姫
来
り
嫁
す

容
衆
逝
す

容
衆
の
性
行

巻
九

容
敬

嚴
に
節
倹
を
行
ふ
べ
き
の
令
を
申
す

諸
臣
の
賄
扶
持
を
止
む

門
地
に
拘
ら
ず
入
材
を
採
用
す

諸
卒
を
団
居
せ
し
む

大
野
原
に
於
て
迫
鳥
狩
を
成
す

三
子
を
生
め
る
農
を
賞
し
て
籾
を
与
う

神
道
を
修
業
す
べ
き
者
を
優
待
す

学
校
の
教
則
を
改
定
し
文
武
を
振
起
す.

文
武
の
芸
未
熟
の
者
は
奉
職
し
得
ざ
る
の
制
を
定
む

容
敬
大
将
軍
の
命
を
以
て
登
京
参
内
し
龍
顔
を
拝
す

大
河
原
臣
教
、
千
歳
の
松
を
編
纂
し
て
之
を
納
る

諸
士
系
譜
成
る

封
内
大
に
飢
う
れ
ど
も
賑
済
そ
の
方
を
尽
く
す

節
倹
を
厳
に
す
べ
き
の
台
命
あ
り

商
品
税
を
廃
し
て
物
価
を
廉
に
せ
し
む

価
を
廉
に
し
淳
直
に
商
売
す
る
を
賞
す

罪
人
を
封
外
に
追
放
す
る
の
刑
を
改
む

城
内
三
ノ
丸
に
て
練
兵
す

山
本
良
高
始
め
て
西
洋
形
の
臼
砲
を
鋳
る

民
政
数
條
を
令
す

水
戸
の
百
姓
来
り
斉
昭
の
幽
閉
を
解
か
ん
こ
と

を
請
う

志
賀
重
則
を
萩
に
遣
す
其
の
藩
主
の
請
に
依
る

松
平
容
保
を
養
子
と
す

教
訓
数
条
を
手
書
し
て
容
保
に
与
う

房
総
の
海
岸
に
屯
戌
す
べ
き
の
台
命
を
受
く

幕
府
外
国
船
来
航
の
處
置
を
令
す

房
総
詰
の
将
士
並
に
番
頭
に
諸
注
意
を
令
す

容
敬
房
総
警
備
地
を
回
視
す

富
津
海
岸
に
新
に
砲
台
を
築
く

英
国
船
相
模
海
に
至
る

阿
部
正
弘
と
問
答
書

四
書
輯
疏
刻
成
る

幕
府
海
防
の
令
を
布
く

木
更
津
の
海
岸
に
哨
兵
廠
及
び
武
庫
を
造
る

諸
罪
の
裁
断
悉
く
了
り
牢
獄
皆
虚
し

大
将
軍
手
自
ら
佩
ふ
る
所
の
刀
を
賜
う

容
敬
江
戸
に
逝
す



容
敬
の
性
行

清
雅
堂
漫
録
及
び
自
鑑

本
朝
二
十
四
孝
を
著
す

三
忠
碑
を
建
つ

巻
十

容
保

一

「
ぺ
ル
リ
」
浦
賀
に
来
る

江
戸
地
震
藩
邸
頽
廃
す

京
都
守
護
職
を
命
ぜ
ら
る

西
郷
、
田
中
両
家
老
の
諌
止

容
保
の
入
京

容
保
初
め
て
参
内
拝
謁
す

言
路
洞
開
の
建
言
書

浪
士
の
足
利
三
世
木
像
の
梟
首

大
将
軍
入
京

新
選
組

容
保
大
将
軍
の
東
帰
を
止
む

我
が
藩
唐
門
及
び
蛤
門
を
守
衛
す

守
護
職
の
孤
立

容
保
幕
府
に
建
議
す

守
護
職
東
下
の
御
下
命
並
に
大
将
軍
へ
の
御
沙

汰
書

容
保
及
び
近
衛
忠
煕
に
賜
わ
り
し
御
宸
翰

馬

揃

天
覧

天
皇
在
京
の
諸
侯
を
召
し
親
諭
を
賜
う

容
保
攘
夷
別
勅
使
副
行
を
辞
す
る
の
書

宸
翰
及
び
御
製
を
賜
う

巻
十
一

容
保

二

二
條
家
と
両
敬
の
約
を
結
ぶ

容
保
に
賜
え
る
深
秘
の
宸
翰

増
封
五
万
石

京
都
守
護
職
を
罷
め
軍
事
総
裁
職
と
な
る

参
議
推
任
を
辞
す

重
ね
て
極
密
の
宸
翰
を
賜
う

専
使
を
馳
せ
て
在
国
の
重
臣
を
戒
諭
す

参
議
推
任
再
御
沙
汰

再
度
参
議
移
贈
の
事
を
奏
請
す

軍
備
更
張
並
に
摂
海
防
備

藩
祖
正
之
の
贈
位

容
保
再
び
京
都
守
護
職
を
命
ぜ
ら
れ
辞
表
を
呈
す

幕
府
容
保
の
辞
職
を
許
さ
ず

徳
川
慶
篤
の
弟
余
八
麿
を
以
て
容
保
の
嗣
子
と

爲
す
の
議

容
保
再
び
辞
表
を
呈
す

容
保
遂
に
守
護
職
の
命
を
拝
す

新
選
組
、
古
高
俊
太
郎
を
捕
ふ

藩
士
柴
司
の
自
尽

長
藩
の
重
臣
入
京
軍
備
を
修
む

戦
端
を
開
く

蛤
門
の
戦

我
が
藩
の
軍
制
改
革

主
上
容
保
の
平
癒
を
祈
ら
せ
給
う

巻
十
二

容
保

三

容
保
全
快
参
内
天
機
を
候
す

大
将
軍
入
京
参
内
す

開
港
條
約

勅
許

近
藤
勇
長
防
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書

巻
十
三

容
保

四

長
防
處
置
の
議
決
定
、
小
笠
原
老
中
を
し
て
処

分
せ
し
む

大
将
軍
の
薨
去

征
長
の
官
軍
連
戦
利
あ
ら
ず

新
選
組
、
官
務
を
撤
す
る
者
を
捕
斬
す

容
保
の
辞
表

容
保
余
九
麿
を
以
て
改
め
て
嗣
と
爲
す

天
皇
不
予
尋
で
崩
御

巻
十
四

容
保

五

容
保
大
行
天
皇
の
御
葬
儀
に
扈
従
す

容
保
復
た
辞
表
を
呈
す
る
も
允
さ
れ
ず

先
帝
の
御
遺
物
を
賜
ふ

容
保
再
度
参
議
の
恩
詔
を
拝
し
之
を

拝
受
す

余
九
麿
初
め
て
参
内
す

藩
臣
の
減
俸

政
権
奉
還
の
議

容
保
親
書
を
以
て
藩
臣
を
戒
勅
す

大
将
軍
軍
職
を
辞
す

王
政
復
古
の
詔
勅

徳
川
内
府
時
事
に
付
上
奏

薩
藩
士
の
暴
掠

薩
邸
の
焼
討

巻
十
五

容
保

六

徳
川
内
府
討
薩
の
表

伏
見
開
戦

徳
川
内
府
の
東
帰

徳
川
前
内
府
の
存
問
慰
労

容
保
の
退
隠

容
保
の
哀
訴
状

家
老
等
の
嘆
願
書

容
保
会
津
に
帰
り
屏
居
謹
慎
す

仙
台
、
米
澤
、
荘
内
諸
藩
の
周
旋

藩
相
の
嘆
願

世
良
砥
徳
殺
さ
る

奥
羽
越
の
同
盟

輪
王
寺
法
親
王
の
会
津
入
城

公
議
府
の
設
置

同
盟
諸
藩
士
の
盟
約

二
本
松
、
長
岡
陥
る

西
軍
の
侵
入

藩
を
あ
げ
殉
灘
を
期
し
て
防
戦
す

米
澤
藩
降
を
勤
む

開
城

容
保
父
子
の
処
罰

恩
詔

首
謀
者
の
開
申

萱
野
長
修
の
殉
国

家
名
再
興

溶
大
斗
南
藩
知
事
に
任
ぜ
ら
る

溶
保
、
喜
徳
の
謹
慎
赦
免

喜
徳
実
家
に
帰
る

容
保
の
叙
位
補
職

容
保
の
薨
去

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
用
に
つ
き
、
一
部
、
漢
字
や
ふ
り
が
な
を
現
代

表
記
に
し
ま
し
た
。
）



『
会
津
松
平
家
譜
』
の
魅
力

作

家

中
村

彰
彦

陸
奥
国
に
属
す
る
会
津
地
方
は
、
古
代
か
ら
奥
州
街
道
の
白
河
方
面
と
日
本
海
側
の
越
後
と
の
間

み
ち
の
く
の
く
に

に
ひ
ろ
が
る
大
集
落
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
会
津
四
郡
は
屈
指
の
米
ど
こ

ろ
で
も
あ
る
だ
け
に
、
戦
国
時
代
を
迎
え
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
武
将
た
ち
の
去
来
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。
そ
の
名
と
、
会
津
を
去
っ
た
理
由
を
列
記
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

蘆
名
義
弘

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
、
出
羽
米
沢
の
伊
達
政
宗
に
敗
れ
て
追
放
さ
れ
る
。

あ

し

な

伊
達
政
宗

同
十
八
年
、
豊
臣
秀
吉
に
領
土
を
没
収
さ
れ
る
。

蒲
生
氏
郷

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
死
亡
。

が

も

う
う
じ
さ
と

蒲
生
秀
行

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
秀
吉
に
よ
り
下
野
宇
都
宮
へ
移
封
さ
れ
る
。

し
も
つ
け

上
杉
景
勝

同
六
年
、
徳
川
家
康
に
よ
り
、
米
沢
へ
移
封
さ
れ
る
。

か
げ
か
つ

蒲
生
秀
行

同
十
七
年

死
亡
。

蒲
生
忠
郷

寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
、
死
亡
。

た
だ
さ
と

蒲
生
忠
知

同
年
、
伊
予
松
山
へ
移
封
さ
れ
る
。

た
だ
ち
か

加
藤
嘉
明

同
八
年
、
死
亡
。

よ
し
あ
き

加
藤
明
成

同
二
十
年
、
封
土
返
還
。

あ
き
な
り

加
藤
明
成
の
後
を
受
け
、
徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
指
令
に
よ
っ
て
会
津
藩
二
十
三
万
石
を
立
藩
し

た
の
が
そ
の
異
母
弟
保
科
正
之
で
あ
っ
た
。
会
津
保
科
家
は
正
之
ー
正
経
ー
正
容
と
つ
づ
き
、
正
容

ほ

し

な
ま
さ
ゆ
き

ま
さ
つ
ね

ま
さ
か
た

の
時
代
に
五
代
将
軍
綱
吉
の
命
令
に
よ
っ
て
松
平
に
改
姓
。
そ
の
後
は
容
貞
―
容
頌
―
容
住
―
容
衆

か
た
さ
だ

か
た
の
ぶ

か
た
お
き

か
た
ひ
ろ

―
容
敬
―
容
保
と
代
替
わ
り
し
て
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
去
り
、
明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
滅
藩
処
分
と
い

か
た
た
か

か
た
も
り

う
厳
罰
に
処
さ
れ
た
（
の
ち
に
奥
州
斗
南
藩
三
万
石
と
し
て
再
興
）
。

と

な

み

本
書
『
会
津
松
平
家
譜
』
は
、
保
科
正
之
が
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
を
父
、
奥
女
中
神
尾
静
を
母
と

か
ん
の
お

し
て
生
ま
れ
た
事
情
か
ら
松
平
容
保
の
死
ま
で
を
編
年
体
に
よ
っ
て
通
史
的
に
記
述
し
た
史
書
で
あ

る
。
八
代
容
敬
の
項
（
巻
九
）
ま
で
は
明
治
二
十
年
頃
の
脱
稿
と
思
わ
れ
て
お
り
、
編
者
と
し
て
は
南

摩
羽
峰
（
綱
紀
。
東
京
帝
大
、
東
京
高
等
師
範
学
校
、
同
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
を
兼
任
）
、
秋
月
韋
軒

う

ほ

う

つ
な
の
り

い

け

ん

（
胤
永
。
第
五
高
等
学
校
教
授
）
そ
の
他
、
旧
会
津
藩
の
藩
校
日
新
館
に
学
ん
だ
俊
英
た
ち
が
想
定
さ
れ

か
ず
ひ
さ

て
い
る
（
「
緒
言
」
）
。

こ
れ
ら
編
者
た
ち
の
学
力
の
高
さ
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
本
書
の
記
述
の
正
確
さ
、
表
現
の
品
の
良

さ
の
み
な
ら
ず
、
て
い
ね
い
な
注
に
も
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
将
軍
家
光
は
、
父
秀
忠
が
正
室
お
江
与
の
方
（
お
江
と
も
）
の
目
を
恐
れ
て
正
之
を
公
式

ご
う

1



に
わ
が
子
と
は
認
知
し
な
か
っ
た
た
め
、
あ
る
時
点
ま
で
正
之
と
い
う
異
母
弟
が
い
る
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
。
信
州
高
遠
藩
三
万
石
の
藩
主
保
科
正
光
に
養
子
入
り
し
、
保
科
正
之
と
な
っ
て
い
た
こ

の
青
年
こ
そ
実
の
弟
だ
と
知
っ
た
家
光
は
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
七
月
、
正
之
に
出
羽
最
上
藩

も

が

み

（
山
形
藩
）
二
十
万
石
へ
の
転
封
を
命
令
。
そ
の
七
年
後
に
は
会
津
藩
二
十
三
万
石
へ
の
再
転
封
を
命

ず
る
の
だ
が
、
本
書
寛
永
十
三
年
七
月
の
項
に
は
、
家
光
が
正
之
を
異
母
弟
と
知
っ
た
事
情
に
つ
い

て
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
が
あ
る
。

﹇
（
上
略
）
世
に
伝
ふ
是
よ
り
先
き
大
将
軍
目
黒
に
猟
し
て
成
就
院
に
憩
ふ
。
僧
其
の
大
将
軍
な
る
を
知

ら
ず
、
語
り
て
曰
く
、
聞
く
肥
州
（
肥
後
守
＝
正
之
の
こ
と
、
筆
者
注
）
は
実
に
大
将
軍
の
弟
な
り
と
。

然
る
に
其
禄
甚
だ
少
な
し
、
何
ぞ
貴
人
の
友
愛
の
情
に
薄
き
こ
と
此
の
如
き
や
と
。
幾
ば
く
な
ら
ず

し
て
是
の
命
あ
り
。
﹈

こ
の
話
の
出
典
は
新
井
白
石
の
『
藩
翰
譜
』
で
あ
り
、
き
わ
め
て
信
憑
性
が
高
い
。
話
が
私
事
に

及
ん
で
恐
縮
だ
が
、
私
が
『
保
科
正
之
ー
徳
川
将
軍
家
を
支
え
た
会
津
藩
主
』
（
一
九
九
五
、
中
公
新
書
。

二
〇
〇
六
、
中
公
文
庫
）
や
長
編
小
説
『
名
君
の
碑

保
科
正
之
の
生
涯
』
（
一
九
九
八
、
文
藝
春
秋
。
二

〇
〇
一
、
文
春
文
庫
）
を
執
筆
す
る
に
際
し
、
つ
ね
に
本
書
の
正
之
の
項
（
巻
一
、
巻
二
）
を
参
照
し
た

の
も
、
記
述
の
正
確
さ
と
そ
の
表
現
の
味
わ
い
深
さ
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
思
い
が
け
ず
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
会
津
史
に
つ
い
て
書
き
つ
づ
け
る
人
生
を
歩
ん

で
き
た
私
と
し
て
は
、
会
津
藩
史
を
三
段
階
噴
射
式
の
ロ
ケ
ッ
ト
に
見
立
て
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
の

第
一
段
階
は
保
科
正
之
の
時
代
で
あ
り
、
四
代
将
軍
家
綱
の
輔
弼
役
ー
実
質
上
の
副
将
軍
と
し
て

ほ

ひ

つ

「
徳
川
の
平
和
」
の
実
現
に
寄
与
し
た
そ
の
足
取
り
は
、
左
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。

パ
ツ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ

一
、
家
綱
政
権
の
「
三
大
美
事
」
の
達
成
（
末
期
養
子
の
禁
の
緩
和
、
大
名
証
人
﹇
人
質
﹈
制
度
の
廃
止
、

殉
死
の
禁
止
。
）

二
、
玉
川
上
水
開
削
の
達
成
。

三
、
明
暦
の
大
火
直
後
の
江
戸
復
興
計
画
の
立
案
と
、
迅
速
な
る
実
行
（
た
だ
し
、
江
戸
城
天
守
閣
は

無
用
の
長
物
と
し
て
再
建
せ
ず
）
。

ま
た
正
之
の
会
津
藩
祖
と
し
て
の
業
績
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
、

幕
府
よ
り
早
く
殉
死
を
禁
止
し
た
こ
と
。

五
、
社
倉
制
度
の
創
設
（
以
後
、
飢
饉
の
年
に
も
餓
死
者
な
し
）
。

六
、
間
引
の
禁
止
。

七
、
世
界
初
の
国
民
年
金
制
度
の
創
設
（
身
分
男
女
の
別
を
問
わ
ず
、
九
十
歳
以
上
の
者
に
終
生
一
人
扶

持
﹇
一
日
に
つ
き
玄
米
五
合
﹈
を
支
給
）
。

八
、
救
急
医
療
制
度
の
創
設
。

九
、
会
津
藩
の
憲
法
で
あ
る
家
訓
十
五
ヶ
条
の
制
定
。

か

き

ん
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第
二
段
階
は
五
代
藩
主
松
平
容
頌
の
支
持
を
得
て
、
名
家
老
田
中
玄
宰
が
断
行
し
た
寛
政
の
改
革

は
る
な
か

の
時
代
で
あ
る
。
天
明
の
大
飢
饉
に
襲
わ
れ
、
藩
の
借
入
金
が
五
十
七
万
両
に
達
し
て
し
ま
っ
た
こ

の
時
代
に
玄
宰
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
今
で
い
え
ば
構
造
改
革
。
そ
の
柱
と
な
っ
た
の
は
四
点
で
あ

る
。一

、
農
村
の
復
興
（
養
蚕
、
養
鯉
、
薬
用
人
参
、
松
茸
栽
培
の
奨
励
）
。

二
、
地
場
産
業
（
会
津
漆
器
、
会
津
清
酒
、
本
郷
焼
）
の
改
良
と
育
成
。

三
、
藩
校
日
新
館
の
新
設
（
道
徳
の
教
科
書
と
し
て
は
、
「
会
津
論
語
」
と
も
い
わ
れ
た
松
平
容
頌
編
纂

『
日
新
館
童
子
訓
』
を
使
用
）
。

四
、
軍
制
改
革
（
長
沼
流
軍
学
の
採
用
）
。

こ
れ
ら
の
改
革
に
よ
っ
て
会
津
藩
は
立
ち
直
り
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
、
ロ
シ
ア
人
が
樺
太
の
日

本
人
集
落
を
荒
ら
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
時
に
は
幕
府
に
申
し
入
れ
て
樺
太
出
兵
さ
え
お
こ
な
っ
た
（
実

行
は
翌
年
）
。
こ
の
時
点
で
会
津
藩
は
日
本
と
い
う
国
家
の
国
防
の
第
一
線
に
立
っ
た
わ
け
で
、
第
三

段
階
、
九
代
藩
主
に
し
て
最
後
の
藩
主
と
な
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
松
平
容
保
が
、
文
久
三
年
（
一
八

六
二
）
十
二
月
、
京
都
守
護
職
と
し
て
京
に
赴
任
し
、
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
去
っ
た
の
も
国
防
の
第
一
線

に
立
つ
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
藩
風
に
従
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
書
で
い
え
ば
容
頌
時
代
の
こ
と
は
巻
六
に
、
容
保
の
事
績
に
つ
い
て
は
巻
十
か
ら
巻
十
五
に
詳

述
さ
れ
て
い
て
歴
史
の
大
き
な
う
ね
り
と
い
う
も
の
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

な
お
本
書
は
前
述
の
通
り
巻
九
ま
で
は
、
「
明
治
二
十
年
頃
」
ま
で
に
執
筆
さ
れ
、
巻
十
か
ら
巻
十

五
ま
で
は
容
保
が
五
十
九
歳
を
一
期
と
し
て
世
を
去
っ
た
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
十
二
月
以
降

に
、
そ
の
側
近
だ
っ
た
者
た
ち
の
合
議
に
よ
っ
て
書
き
つ
が
れ
た
も
の
の
「
松
平
家
の
筐
底
深
く
蔵

せ
ら
れ
」
（
「
緒
言
」
）
、
「
緒
言
」
執
筆
者
飯
沼
関
弥
を
発
行
者
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
に
は
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
三
月
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
七
月
、
本
書
は
会
津
若
松
市
の
シ
ン
ボ
ル
鶴
ヶ
城
の
築
城
六

百
年
目
に
国
書
刊
行
会
か
ら
再
刊
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
も
う
四
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
。
近
頃
は
古

書
店
の
目
録
類
で
も
本
書
の
題
名
を
見
掛
け
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
ま
し
て
本
書
を
活
用
し
つ
つ
書

か
れ
た
史
論
な
ど
見
た
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
史
書
が
一
般
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
な
の
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
私

は
か
ね
が
ね
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
た
び
マ
ツ
ノ
書
店
版
が
世
に
出
る
と
知
り
、
大
い
に
気

を
良
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
に
よ
っ
て
保
科
正
之
が
手
塩
に
か
け
て
育
て
、
正
之
の
定
め
た
会
津
藩
家
訓
の
精
神
に
従
っ

て
幕
府
と
存
亡
を
と
も
に
し
た
会
津
松
平
家
の
士
風
と
通
史
が
ひ
ろ
く
世
に
知
ら
れ
れ
ば
、
会
津
戊

辰
戦
争
に
散
っ
た
三
千
十
四
柱
の
魂
魄
も
喜
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
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